
保護者各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年５月２２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 箕輪工業高等学校

　多くの子どもたちは、あらゆる面から見て難しい局面に立たされ、心身の悩みを抱え

ています。そこで、『いじめ、暴力、不登校などの課題の解決のために、臨床心理士な

どの「心の専門家」をスクールカウンセラーとして配置し、学校における相談・指導体

制の充実を図る。』という目的で、県ではこの事業を行っています。下記のとおりです。

ご活用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　記

１，日程　　スクールカウンセラーの先生と生徒・保護者のみなさんの都合のよい日時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担任と養護教諭が調整をいたします）

2，相談内容　　

　○学校のこと；勉強・友人関係・進路・困っていること

　○家のこと；家人との関係

　○その他；困っていること・悩んでいること　　　　　など

３，その他

　○不明な点、わからない点がありましたら、遠慮なく担任または養護教諭までお願い

　　します。

高校カウンセリング支援事業について


